
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別途お渡ししている「ご契約のしおり・約款」の記載内容につきまして、本文書のとおり、一部を

変更させていただきます。まことに恐縮ですが、「ご契約のしおり・約款」と合わせてご一読・保

管くださいますようお願いいたします。 

2020 年 5 月版 

「ご契約のしおり・約款」変更のお知らせ 

（2020年 5月版） 

 

●ひまわり保険Ｆシリーズ 

 （５年ごと利差配当付災害死亡保障付特殊養老保険(07)） 

●わくわくポッケ 

 （無配当こども保険(17)） 

●太陽生命のやさしい保険 

 （無配当無選択型医療保険（無解約払戻金型）(13)） 

●ひまわりけんこうプランＦシリーズ 

 ／ひまわりけんこうプランレディーＦシリーズ 

 （５年ごと利差配当付災害死亡保障付特殊養老保険(07)） 

●けんこう／けんこうレディ 

 （無配当医療保険(07)） 

●つかえる保険エール／超エール 

 （５年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(07)） 

●ハッピー・チケットＦシリーズ 

 （５年ごと利差配当付養老保険(07)） 

●太陽生命の保険組曲（特約の更新・終身変更） 

 （５年ごと利差配当付終身保険(07)） 

●無配当定期保険 

 （無配当定期保険(07)） 

●こども保険専用 特約中途付加のしおり 

 （わくわくポッケ／ひまわり学資プランがんばれ） 

 



◆対象の「ご契約のしおり・約款」と変更する約款・特約条項の別表はつぎのとおりです。 

対象のご契約のしおり・約款 変更する約款・特約条項の別表 

●ひまわり保険Ｆシリーズ 

 (５年ごと利差配当付災害死亡保障付特殊養老保険(07)) 

●普通保険約款 別表６ 対象となる感染症 

●わくわくポッケ 

 （無配当こども保険(17)） 

●無配当こども保険入院特約(17) 別表８ 対象となる感染症 

●無配当こども保険手術特約(17) 別表10 対象となる感染症 

●太陽生命のやさしい保険 

 (無配当無選択型医療保険(無解約払戻金型)(13)) 

●普通保険約款 別表11 対象となる感染症 

●ひまわりけんこうプランＦシリーズ 

 ／ひまわりけんこうプランレディーＦシリーズ 

 (５年ごと利差配当付災害死亡保障付特殊養老保険(07)) 

●普通保険約款 別表６ 対象となる感染症 

●けんこう／けんこうレディ 

 (無配当医療保険(07)) 

●普通保険約款 別表10 対象となる感染症 

●取扱総則規定特約(入院) 別表 1.感染症 

●入院一時金特約(07) 別表５ 対象となる感染症 

●長期入院特約(07) 別表３ 対象となる感染症 

●通院特約(07) 別表５ 対象となる感染症 

●災害割増特約(07) 別表２ 対象となる感染症 

●積立保険特約(07) 別表３ 対象となる感染症 

●つかえる保険エール／超エール 

 (５年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(07)) 

●取扱総則規定特約(入院) 別表 1.感染症 

●入院一時金特約(07) 別表５ 対象となる感染症 

●傷害特約(07) 別表4 対象となる感染症 

●災害割増特約(07) 別表2 対象となる感染症 

●特別扱保険契約特約 別表１ 対象となる感染症 

●ハッピー・チケットＦシリーズ 

 (５年ごと利差配当付養老保険(07)) 

●取扱総則規定特約(入院) 別表 1.感染症 

●傷害特約(07) 別表4 対象となる感染症 

●特別扱保険契約特約 別表１ 対象となる感染症 

●太陽生命の保険組曲(特約の更新・終身変更) 

 (５年ごと利差配当付終身保険(07)) 

 

●災害割増特約(07) 別表２ 対象となる感染症 

●傷害特約(07) 別表４ 対象となる感染症 

●取扱総則規定特約(入院) 別表 1.感染症 

●入院一時金特約(07) 別表５ 対象となる感染症 

●通院特約(07) 別表５ 対象となる感染症 

●特別扱保険契約特約 別表１ 対象となる感染症 

●無配当定期保険 

 (無配当定期保険(07)) 

●災害割増特約(07) 別表２ 対象となる感染症 

●傷害特約(07) 別表４ 対象となる感染症 

●取扱総則規定特約(入院) 別表 1.感染症 

●特別扱保険契約特約 別表１ 対象となる感染症 

●こども保険専用 特約中途付加のしおり 

 (わくわくポッケ／ひまわり学資プランがんばれ) 

●こども保険傷害特約(07) 別表４ 対象となる感染症 

●こども保険疾病保障特約(07) 別表６ 対象となる感染症 

●こども保険入院一時金特約(07) 別表５ 対象となる感染症 

 
【変更内容】 
 上記の各別表に、つぎのとおり追記します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
【本社】 

  〒103-6031  東京都中央区日本橋2丁目7番1号 

【お客様サービスセンター】 

  電話番号 0120-97-2111（通話無料） 

  営業時間  月～金曜日 9時～18時  土・日曜日 9時～17時 

  （祝日・年末年始（12月30日～翌年1月4日）は休業します） 

 
個-730-20-047(2020/5/18) 

（注）新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年

政令第11号）第１条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。以下同様とします。）は、対象とな

る感染症に含めます。ただし、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律」第６条第２項、第３項または第４項の疾病に指定された場合、その指定が解除された日

以後に支払事由が生じたときは、新型コロナウイルス感染症は対象となる感染症に含めません。 


